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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両外側向きの略垂直な外側壁と、該外側壁の上下方向の端部から車両内方へ略水平に
設けられた水平壁とを有し、車両の前部または後部に車両幅方向に略水平に配設されるバ
ンパービームに関し、前記水平壁よりも上下方向に突き出すように前記バンパービームに
一体的に固設されてもぐり込みを防止する車両用バンパービームのもぐり込み防止部材で
あって、
　前記外側壁に面接触するように一体的に固設され、前記水平壁よりも上下方向へ所定の
突出寸法だけ突き出すとともに、車両幅方向に所定の幅寸法を有する縦板部と、
　該縦板部の突出端から連続して車両内方へ向かうように折り曲げられ、前記水平壁から
離間して片持ち状に該縦板部の突出端に一体に設けられるとともに、車両前後方向の寸法
が前記水平壁よりも短い補強板部と、
　該補強板部の車両幅方向の両端からそれぞれ該車両幅方向の外側へ向かって連続して一
体に設けられるとともに、前記水平壁に徐々に接近するように傾斜させられ、外端部にお
いて該水平壁に一体的に固設される一対の側板部と、
　を有することを特徴とする車両用バンパービームのもぐり込み防止部材。
【請求項２】
　前記一対の側板部は、前記水平壁に徐々に接近するように上下方向へ傾斜させられた横
傾斜部と、該水平壁と平行とされて面接触させられる密着部とを有し、該密着部が該水平
壁に一体的に固設されている
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　ことを特徴とする請求項１に記載の車両用バンパービームのもぐり込み防止部材。
【請求項３】
　前記縦板部は、車両幅方向において前記一対の側板部の外端縁に達する長さ寸法を有し
、車両幅方向の全域で該一対の側板部および前記補強板部に一体に接続され、該車両幅方
向の全域に亘って略Ｌ字形断面を成しており、
　全体が１枚の金属板材に対するプレス加工により一体に構成されている
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の車両用バンパービームのもぐり込み防止部
材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は車両用バンパービームに係り、特に、衝突物の下にバンパービームがもぐり込
んだりバンパービームの下に衝突物がもぐり込んだりしてラジエーター等の車両部品を損
傷することを防止するもぐり込み防止部材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　車両の前部または後部に車両幅方向に略水平に配設されるバンパービーム（バンパーリ
インフォースメントともいう）が広く用いられているが、衝突物の下にバンパービームが
もぐり込んだりバンパービームの下に衝突物がもぐり込んだりして、ラジエーター等の車
両部品を損傷することがある。これを防止するため、バンパービームの上方または下方へ
突き出すもぐり込み防止部材をバンパービームに一体的に固設することが考えられている
。特許文献１に記載の装置はその一例で、(a) バンパービームの上部に固定される底壁と
、(b) 該底壁に立設されているもぐり込み防止壁と、(c) 該もぐり込み防止壁の一端並び
に前記底壁の一端に接続している第１補強側壁と、(d) 該第１補強側壁と平行にそれぞれ
の他端に接続している第２補強側壁とを有して構成されている。また、特許文献２には、
断面がコの字形状乃至はＵ字形状を成すもぐり込み防止部材が、矩形状のバンパービーム
の上端部を跨ぐように配設され、コの字形状の開口端縁がバンパービームの外側壁および
内側壁にそれぞれ一体的に溶接接合されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１１９９号公報
【特許文献２】特開２００３－２５２１３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１記載の装置は構造が複雑で、折曲げ成形したり重ね合わせて
接合したりする必要があり、製造コストが高くなる。特許文献２に記載の装置では、衝突
によりバンパービームが車両内方側へ変形させられた場合に、もぐり込み防止部材の突出
端がバンパービームよりも車両内側へ侵入することがあり（図２(b) 参照）、もぐり込み
防止部材の存在により却ってラジエーター等の車両部品と干渉して損傷する可能性が高く
なる場合がある。
【０００５】
　本発明は以上の事情を背景として為されたもので、その目的とするところは、もぐり込
みによる車両部品の損傷を適切に抑制できるもぐり込み防止部材を簡単且つ安価に製造で
きるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる目的を達成するために、第１発明は、車両外側向きの略垂直な外側壁と、その外
側壁の上下方向の端部から車両内方へ略水平に設けられた水平壁とを有し、車両の前部ま
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たは後部に車両幅方向に略水平に配設されるバンパービームに関し、前記水平壁よりも上
下方向に突き出すように前記バンパービームに一体的に固設されてもぐり込みを防止する
車両用バンパービームのもぐり込み防止部材であって、(a) 前記外側壁に面接触するよう
に一体的に固設され、前記水平壁よりも上下方向へ所定の突出寸法だけ突き出すとともに
、車両幅方向に所定の幅寸法を有する縦板部と、(b) その縦板部の突出端から連続して車
両内方へ向かうように折り曲げられ、前記水平壁から離間して片持ち状にその縦板部の突
出端に一体に設けられるとともに、車両前後方向の寸法が前記水平壁よりも短い補強板部
と、(c) その補強板部の車両幅方向の両端からそれぞれ車両幅方向の外側へ向かって連続
して一体に設けられるとともに、前記水平壁に徐々に接近するように傾斜させられ、外端
部においてその水平壁に一体的に固設される一対の側板部と、を有することを特徴とする
。
【０００７】
　第２発明は、第１発明の車両用バンパービームのもぐり込み防止部材において、前記一
対の側板部は、前記水平壁に徐々に接近するように上下方向へ傾斜させられた横傾斜部と
、その水平壁と平行とされて面接触させられる密着部とを有し、その密着部がその水平壁
に一体的に固設されていることを特徴とする。
【０００８】
　第３発明は、第１発明または第２発明の車両用バンパービームのもぐり込み防止部材に
おいて、(a) 前記縦板部は、車両幅方向において前記一対の側板部の外端縁に達する長さ
寸法を有し、車両幅方向の全域でその一対の側板部および前記補強板部に一体に接続され
、その車両幅方向の全域に亘って略Ｌ字形断面を成しており、(b) 全体が１枚の金属板材
に対するプレス加工により一体に構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　このような車両用バンパービームのもぐり込み防止部材は、バンパービームの外側壁に
一体的に固設される縦板部と、その縦板部の突出端から連続して片持ち状に一体に設けら
れた補強板部と、その補強板部の車両幅方向の両端から連続して一体に設けられてバンパ
ービームの水平壁に一体的に固設される一対の側板部とから成り、水平壁よりも上下方向
に突き出す縦板部によってもぐり込みが防止される。縦板部の突出端には車両内方へ向か
うように折り曲げられた補強板部が設けられているため、剛性が高められるとともに、そ
の補強板部の両端部に設けられた一対の側板部はそれぞれバンパービームの水平壁に一体
的に固設されているため、縦板部および補強板部の変形が抑制され、もぐり込みが一層適
切に防止される。その場合に、補強板部は水平壁よりも短いとともに、水平壁から離間し
て片持ち状に設けられているため、バンパービームが車両内方側へ変形した場合に補強板
部がバンパービームよりも車両内方側へ侵入してラジエーター等の車両部品と干渉し、そ
の車両部品を損傷する可能性が低くなる。
【００１０】
　また、このように縦板部、補強板部、および一対の側板部から成るもぐり込み防止部材
は、１枚の金属板材に対してプレスによる曲げ加工や絞り加工等を施すだけで簡単に構成
することができるため、前記特許文献１記載の装置のように重ね合わせて接合する場合に
比較して簡単且つ安価に製造することができる。
【００１１】
　第２発明では、一対の側板部がそれぞれ横傾斜部と密着部とを有し、その密着部がバン
パービームの水平壁に一体的に固設されるため、バンパービームに対する側板部の固設強
度が高くなり、もぐり込み防止部材の剛性が高くなるとともにバンパービームに強固に固
設されるようになってもぐり込みを一層適切に防止できる。
【００１２】
　第３発明では、縦板部が車両幅方向において一対の側板部の外端縁に達する長さ寸法を
有し、車両幅方向の全域でその一対の側板部および前記補強板部に一体に接続され、車両
幅方向の全域に亘って略Ｌ字形断面を成しているため、もぐり込み防止部材の剛性が高く
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なってもぐり込みを一層適切に防止できる。また、一対の側板部が水平壁に徐々に接近す
るように傾斜させられているため、プレス加工性が良くなるとともに、もぐり込み防止部
材全体が１枚の金属板材に対するプレス加工（絞り加工など）により一体に構成されてい
るため、簡単且つ安価に製造される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明が適用された車両用バンパービームの一例を説明する図で、(a) は車両前
部に配設された車両用バンパービームをバリア（衝突物）と共に示す平面図、(b) は(a) 
におけるIB－IB断面の拡大図、(c) はバンパービームのうちもぐり込み防止部材が取り付
けられた中央部分を示す斜視図である。
【図２】バリアと衝突してバンパービームが変形した状態を車両の左側から見た側面図で
、(a) は本発明品、(b) は従来品の場合である。
【図３】本発明の他の実施例を示す図で、何れも図１(c) に対応する斜視図である。
【図４】本発明の更に別の実施例を示す図で、図１(c) に対応する斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の車両用バンパービームは、車両前側に取り付けられるバンパーにも車両後側に
取り付けられるバンパーにも適用され得るが、何れか一方のみに適用するだけでも差し支
えない。バンパービームは、バンパーの補強部材乃至は取付部材として機能するもので、
例えばクラッシュボックス（衝撃吸収部材）等を介してサイドメンバー等に一体的に固設
されるとともに、合成樹脂製等のバンパー本体が一体的に取り付けられる。
【００１５】
　バンパービームの長手方向の形状、すなわち車両の上方から見た平面視の形状は、例え
ば前側バンパーについては中央部が前方へ突き出すように滑らかに湾曲した形状とするこ
とが望ましいが、略直線状であっても良いし、両端部のみ後方へ傾斜させたり湾曲させた
りするなど、種々の態様が可能である。もぐり込み防止部材は、このバンパービームの形
状に応じて例えば平面視の形状が湾曲形状等に定められる。
【００１６】
　バンパービームは、例えば外側壁の上下の両方に水平壁を有する長方形等の矩形断面の
角筒形状のものが広く知られているが、角筒部を上下に離間して一対備えているＢ形断面
など種々の態様が可能で、少なくとも外側壁と、その上端および下端の何れか一方に水平
壁が設けられた種々のバンパービームに適用され得る。外側壁は、例えば車両前部のバン
パービームの場合、車両前側に位置する前壁で、車両後部のバンパービームの場合、車両
後側に位置する後壁である。この外側壁の上端に連続して設けられる水平壁は上壁で、外
側壁の下端に連続して設けられる水平壁は下壁である。
【００１７】
　もぐり込み防止部材は、例えばバンパービームの上方へ突き出すように設けられて、衝
突物の下にバンパービームがもぐり込むことを防止するように構成されるが、バンパービ
ームの下方へ突き出すように設けられ、バンパービームの下に衝突物がもぐり込むことを
防止するように構成することもできる。バンパービームの上下両方に一対のもぐり込み防
止部材を設けることも可能である。また、バンパービームの車両幅方向の中央部等に単一
のもぐり込み防止部材を設けるだけでも良いが、車両の幅方向に連続して或いは所定の間
隔を隔てて複数のもぐり込み防止部材を設けるようにしても良い。
【００１８】
　縦板部は、例えば水平壁として上壁が設けられている場合、上端がその上壁を超えて上
方へ突き出す上下寸法を有し、その下端縁において例えばアーク溶接等によりバンパービ
ームの外側壁に一体的に溶接接合される。水平壁として下壁が設けられている場合は、下
端がその下壁を超えて下方へ突き出す上下寸法を有し、上端縁において例えばアーク溶接
等によりバンパービームの外側壁に一体的に溶接接合される。この溶接接合は、車両幅方
向に延びる下端縁或いは上端縁の全域に連続して、或いは所定の間隔を隔てて断続的に行
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なわれる。車両幅方向の両端に位置する左右の側端縁をアーク溶接等によりバンパービー
ムの外側壁に溶接接合することも可能である。また、可能であればスポット溶接等の他の
溶接手段を採用したり、リベット等の溶接以外の固設手段を採用したりすることもできる
。
【００１９】
　一対の側板部をバンパービームの水平壁に固設する場合も、例えば側板部の外端縁をア
ーク溶接等により一体的に溶接接合すれば良いが、例えば第２発明のように密着部を有す
る場合には、スポット溶接等の他の溶接手段を採用したり、リベット等の溶接以外の固設
手段を採用したりすることもできる。側板部の外端縁の溶接接合は、車両前後方向に延び
る外端縁の全域に例えば連続して行なわれるが、所定の間隔を隔てて断続的に行なうよう
にしても良い。
【００２０】
　補強板部は、縦板部から車両内方へ向かうように折り曲げられることにより、その縦板
部の車両前後方向の変形に対する剛性を高くする効果を有するものであり、縦板部に対し
て略直角に折り曲げられるように、言い換えればバンパービームの水平壁と略平行に設け
られるが、例えば±１５°程度の範囲内等の所定の角度で上下方向に傾斜していても差し
支えない。
【００２１】
　上記縦板部と補強板部との接続部分は所定の角度で折り曲げるだけでも良いが、縦板部
と補強板部との接続部分に、斜めに傾斜した平坦な前後傾斜部または滑らかに湾曲した凸
湾曲部を設けることもできる。その場合は、もぐり込み防止部材を１枚の金属板材からプ
レス加工によって成形する場合に、そのプレス成形性が向上し、安価な金属板材の採用や
プレス金型の耐久性向上等により製造コストを一層低減できる。上記前後傾斜部は、例え
ば４５°等の所定の角度で傾斜した平坦な傾斜部で、凸湾曲部は例えば縦板部および補強
板部に滑らかに接続される円弧などである。
【００２２】
　第２発明では側板部が横傾斜部および密着部を有して構成されているが、第１発明の実
施に際しては密着部は必ずしも必要でなく、横傾斜部のみで側板部が構成されても良い。
その場合は、バンパービームの水平壁に接する横傾斜部の外端縁をアーク溶接等により水
平壁に一体的に溶接接合すれば良い。
【００２３】
　第３発明では、縦板部が車両幅方向において一対の側板部の外端縁に達する長さ寸法を
有し、車両幅方向の全域でその一対の側板部および前記補強板部に一体に接続されている
が、他の発明の実施に際しては、例えば車両幅方向において縦板部と補強板部とが略同じ
幅寸法で、その補強板部から車両幅方向の外側へ突き出すように一対の側板部が設けられ
ても良い。
【実施例】
【００２４】
　以下、本発明の実施例を、図面を参照しつつ詳細に説明する。
　図１は、本発明の一実施例であるもぐり込み防止部材１０が車両前部のバンパービーム
１２に取り付けられた場合を説明する図で、(a) はバンパービーム１２をバリア（衝突物
）１４と共に示す平面図、(b) は(a) におけるIB－IB断面の拡大図、(c) はバンパービー
ム１２のうちもぐり込み防止部材１０が取り付けられた中央部分を斜め前上方から見た斜
視図である。このバンパービーム１２は、その左右の両端部近傍において左右のサイドメ
ンバー１６Ｌ、１６Ｒの前端部に図示しないクラッシュボックス等を介してボルト等によ
り一体的に固設されており、車両幅方向に略水平となる姿勢で配設されるとともに、バン
パービーム１２には合成樹脂等から成るバンパー本体１８が一体的に取り付けられる。バ
ンパービーム１２は、バンパーのリインフォースメント（補強部材）および取付部材とし
て機能するもので、例えば高張力鋼板によって構成され、本実施例では断面が上下方向に
長い長方形の角筒形状を成しており、略垂直な前壁２０および後壁２２、それ等の前壁２
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０、後壁２２の上下両端部をそれぞれ接続する略水平な上壁２４および下壁２６を一体に
備えているとともに、図１(a) に示す平面視において左右方向（長手方向）の中央部分が
滑らかに前方へ突き出す湾曲形状を成している。前壁２０は、車両外側向きの略垂直な外
側壁に相当し、上壁２４および下壁２６は水平壁に相当する。
【００２５】
　もぐり込み防止部材１０は、バンパービーム１２の上方へ突き出すようにそのバンパー
ビーム１２に一体的に固設されており、バンパービーム１２がバリア１４の下にもぐり込
むことにより、言い換えればバリア１４がバンパービーム１２の上に乗り上げることによ
り、ラジエーター等の車両部品に干渉してその車両部品が損傷することを防止するための
ものである。もぐり込み防止部材１０は、バンパービーム１２の車両幅方向の中央部分に
所定の幅寸法を有して左右対称に配設されている。
【００２６】
　もぐり込み防止部材１０は、バンパービーム１２の前壁２０に面接触するように一体的
に固設される縦板部３０と、その縦板部３０が上壁２４よりも上方へ突き出す突出端から
車両内方（後方側）へ向かうように略直角に折り曲げられた補強板部３２と、その補強板
部３２の車両幅方向の両端からそれぞれ車両幅方向の外側へ向かって連続して一体に設け
られた一対の側板部３４Ｌ、３４Ｒとを備えている。縦板部３０は、上壁２４よりも上方
へ所定の突出寸法だけ突き出しているとともに、車両幅方向に所定の幅寸法を備えている
。この突出寸法および幅寸法は、例えば保護すべきラジエーター等の車両部品の高さや幅
寸法等を考慮して適宜設定される。縦板部３０はまた、バンパービーム１２の前壁２０に
沿って湾曲させられ、その下端部が車両幅方向の全域に亘って前壁２０に密着させられて
いるとともに、車両幅方向に延びる下端縁がアーク溶接等による隅肉溶接で前壁２０に一
体的に溶接接合されている。図１(b) 、(c) の溶接接合部Ｗ１は、この縦板部３０の下端
縁が前壁２０に溶接接合された部分で、本実施例では車両幅方向に所定の間隔を隔てて断
続的に溶接接合されている。
【００２７】
　上記補強板部３２は、バンパービーム１２の上壁２４と略平行に車両後方側へ延び出し
ているが、縦板部３０からの車両後方側への延び出し寸法ｈは上壁２４の幅寸法ｄよりも
短く、例えば図２(a) に示すように相対的にバリア１４に衝突してバンパービーム１２が
変形した場合の、もぐり込み防止部材１０の車両内方への侵入が抑制される。すなわち、
図２(b) に示すもぐり込み防止部材１００のように、断面コの字形状でバンパービーム１
２の上端部を跨ぐように配設され、その両側の開口端部がそれぞれバンパービーム１２の
前後壁２０、２２に一体的に固設される場合、バンパービーム１２の変形に伴ってもぐり
込み防止部材１００の突出端がバンパービーム１２よりも車両内方へ侵入し、もぐり込み
防止部材１００の存在により却ってラジエーター等の車両部品と干渉して損傷する可能性
が高くなる場合がある。これに対し、本実施例のもぐり込み防止部材１０によれば、補強
板部３２が前側の縦板部３０に片持ち状に設けられるとともに、延び出し寸法ｈが上壁２
４の幅寸法ｄよりも短くされることにより、そのような車両内方への侵入が抑制されて車
両部品の損傷が一層適切に抑制される。また、この補強板部３２は、略４５°の角度で傾
斜した小さな幅寸法の平坦な前後傾斜部３６を介して縦板部３０に接続されており、プレ
スによる曲げ加工乃至は絞り加工により縦板部３０に対して補強板部３２が曲げ成形され
る際の成形性が向上させられている。
【００２８】
　前記一対の側板部３４Ｌ、３４Ｒは対称的に構成されており、それぞれ補強板部３２か
ら車両幅方向の外側へ向かうに従って上壁２４に徐々に接近するように下方へ傾斜させら
れた横傾斜部３８と、その上壁２４と平行とされて面接触させられる密着部４０とを備え
ている。密着部４０の外端縁は車両前後方向に延びており、その外端縁においてアーク溶
接等による隅肉溶接で上壁２４に一体的に溶接接合されている。図１(c) の溶接接合部Ｗ
２は、この密着部４０の外端縁が上壁２４に溶接接合された部分で、本実施例では密着部
４０の外端縁が車両前後方向の全域に亘って上壁２４に溶接接合されている。
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【００２９】
　一方、前記縦板部３０は、車両幅方向において上記一対の側板部３４Ｌ、３４Ｒの外端
縁に達する長さ寸法を有し、車両幅方向の全域でその一対の側板部３４Ｌ、３４Ｒおよび
前記補強板部３２に一体に接続されており、車両幅方向の全域に亘って略Ｌ字形断面を成
している。このように車両幅方向の全域に亘って縦板部３０と、補強板部３２および一対
の側板部３４Ｌ、３４Ｒとが一体に接続されている本実施例のもぐり込み防止部材１０は
、全体が１枚の金属板材にプレスによる曲げ加工や絞り加工等が施されることにより一体
に構成されており、簡単且つ安価に製造できる。金属板材としては、例えばバンパービー
ム１２と同程度の張力を有する高張力鋼板が好適に用いられる。
【００３０】
　このような本実施例のもぐり込み防止部材１０によれば、バンパービーム１２の前壁２
０に一体的に溶接接合される縦板部３０と、その縦板部３０の突出端から連続して一体に
設けられた補強板部３２と、その補強板部３２の車両幅方向の両端から連続して一体に設
けられてバンパービーム１２の上壁２４に一体的に溶接接合される一対の側板部３４Ｌ、
３４Ｒとから成り、上壁２４よりも上方に突き出す縦板部３０によってもぐり込みが防止
される。
【００３１】
　ここで、縦板部３０の突出端には車両内方へ向かうように略直角に折り曲げられた補強
板部３２が設けられているため、剛性が高められるとともに、その補強板部３２の両端部
に設けられた一対の側板部３４Ｌ、３４Ｒはそれぞれバンパービーム１２の上壁２４に一
体的に溶接接合されているため、縦板部３０および補強板部３２の変形が抑制され、もぐ
り込みが一層適切に防止される。その場合に、補強板部３２の車両後方側への延び出し寸
法ｈは上壁２４の幅寸法ｄよりも短いため、図２(a) に示すように相対的にバリア１４に
衝突してバンパービーム１２が車両内方側へ変形した場合に、補強板部３２がバンパービ
ーム１２よりも車両内方側へ侵入してラジエーター等の車両部品と干渉し、その車両部品
を損傷する可能性が低くなる。
【００３２】
　また、このように縦板部３０、補強板部３２、および一対の側板部３４Ｌ、３４Ｒから
成る本実施例のもぐり込み防止部材１０は、１枚の金属板材に対してプレスによる曲げ加
工や絞り加工等を施すだけで簡単に構成することができるため、前記特許文献１記載の装
置のように重ね合わせて接合する場合に比較して簡単且つ安価に製造することができる。
【００３３】
　また、本実施例では、一対の側板部３４Ｌ、３４Ｒがそれぞれ横傾斜部３８および密着
部４０を備えており、その密着部４０がバンパービーム１２の上壁２４に一体的に溶接接
合されるため、バンパービーム１２に対する側板部３４Ｌ、３４Ｒの固設強度が高くなり
、もぐり込み防止部材１０の剛性が高くなるとともにバンパービーム１２に強固に固設さ
れるようになってもぐり込みを一層適切に防止できる。
【００３４】
　また、本実施例では、縦板部３０が車両幅方向において一対の側板部３４Ｌ、３４Ｒの
外端縁に達する長さ寸法を有し、車両幅方向の全域で補強板部３２および一対の側板部３
４Ｌ、３４Ｒに一体に接続され、車両幅方向の全域に亘って略Ｌ字形断面を成しているた
め、もぐり込み防止部材１０の剛性が高くなってもぐり込みを一層適切に防止できる。ま
た、一対の側板部３４Ｌ、３４Ｒが上壁２４に徐々に接近するように傾斜させられている
ため、プレス加工性が良くなるとともに、もぐり込み防止部材１０全体が１枚の金属板材
に対するプレス加工（絞り加工など）により一体に構成されているため、簡単且つ安価に
製造されて製造コストが低減される。
【００３５】
　また、本実施例では、縦板部３０と補強板部３２との接続部分に前後傾斜部３６が設け
られているため、もぐり込み防止部材１０を１枚の金属板材からプレス加工によって成形
する場合に、そのプレス成形性が向上し、安価な金属板材の採用やプレス金型の耐久性向
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【００３６】
　なお、上記実施例のもぐり込み防止部材１０は、縦板部３０が車両幅方向において一対
の側板部３４Ｌ、３４Ｒの外端縁に達する長さ寸法を有し、車両幅方向の全域で補強板部
３２および一対の側板部３４Ｌ、３４Ｒに一体に接続されていたが、図３の(a) に示すも
ぐり込み防止部材５０のように、車両幅方向において縦板部３０と補強板部３２とが略同
じ幅寸法で、その補強板部３２から車両幅方向の外側へ突き出すように一対の側板部３４
Ｌ、３４Ｒが設けられても良い。この場合には、もぐり込み防止５０の軽量化を図ること
ができる。
【００３７】
　図３の(b) に示すもぐり込み防止部材５２は、上記もぐり込み防止部材５０に比較し、
補強板部３２の車両幅方向の両端部を除いて切欠５４が設けられ、補強板部３２の車両後
方側への延び出し寸法ｈが更に短くされた場合である。この場合には、更に軽量に構成す
ることができるとともに、図２(a) に示すように相対的にバリア１４に衝突してバンパー
ビーム１２が車両内方側へ変形した場合に、もぐり込み防止部材５２の車両内方側への侵
入が一層抑制され、車両部品を損傷する可能性が一層低くなる。
【００３８】
　図４は、前記図１の実施例に比較して、もぐり込み防止部材１０と上下対称に構成され
たもぐり込み防止部材６０が、バンパービーム１２の下方側にもぐり込み防止部材１０と
対称的に一体的に溶接固定されている場合で、バリア１４がバンパービーム１２の下にも
ぐり込むことにより、言い換えればバンパービーム１２がバリア１４の上に乗り上げるこ
とにより、ラジエーター等の車両部品に干渉してその車両部品が損傷することを防止する
ことができる。上側のもぐり込み防止部材１０に替えて下側のもぐり込み防止部材６０を
取り付けるだけでも良い。
【００３９】
　以上、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明したが、これ等はあくまでも一実施
形態であり、本発明は当業者の知識に基づいて種々の変更，改良を加えた態様で実施する
ことができる。
【符号の説明】
【００４０】
　１０、５０、５２、６０：もぐり込み防止部材　　１２：バンパービーム　　２０：前
壁（外側壁）　　２４：上壁（水平壁）　　２６：下壁（水平壁）　　３０：縦板部　　
３２：補強板部　　３４Ｌ、３４Ｒ：側板部　　３６：前後傾斜部　　３８：横傾斜部　
　４０：密着部　　Ｗ１、Ｗ２：溶接接合部
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